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総会 新代表幹事に、高畑邦男氏 

－七項目の事業計画を承認－ 

 

５月２５日（土）午後、旧中嶋家（チューリップ公園内）で囲炉裏を囲み、総会が開催された（出

席者１２名）。 

 始めに、出村代表幹事から一年間の活動と、最近問題となっている野焼き禁止ついて各種会議で

発言してきた内容が説明されこの総会で話し合おうと挨拶した。 

 

 議事に入り、高畑事務局長が活動報告・会計報告を説明し、出席者全員が拍手で承認した。 

 続いて、令和元年度の事業計画（６項目）を提案し、また、会場から「“野焼き問題を検討する”

を事業計画に加えるべき」と提案があり事業計画に追加し計７項目が承認された。 

 

 役員改選に入り、出村代表幹事から辞意が述べられた後、役員会の提案として「高畑邦男氏を代

表幹事とする」新役員案が発表され、全員が拍手で承認した。 

 新高畑代表幹事は、「皆さんの支えでやっていきたい。特に子供たちからの“カイニョボランテア

活動をしたい”との声を生かし、一歩でも中身のある取り組みをしたい」と決意を述べた。 

 

この総会内容を富山新聞が５月３１日に報道した。 

なお、６月４日開催の役員会にて、「植樹」を倶楽部活動に追加する提案があり、了承した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の様子 

 

 

 

 

 

－野焼き問題を 集中して話し合う－ 

 

議事終了後、「野焼き」について約一時間話し合った。 

 出席者から、やっている事・心配なこと・カイニョの維持・砺波市、南砺市、小矢部市との情報

交換、他市への申し入れなど、いろんな意見と報告がなされた。 

 

＜主な内容は次の通り＞ 

１．昨年、小矢部市で野焼きが路肩への類焼となり処分を受けた。 

２．昨年５月砺波市広報に載った野焼きの扱い理解に苦しむ。結局、制限が強くなるということか。 

３．カイニョ支援隊の運ぶ枝葉は無料に。 

４．野焼きの砺波型ルールを作り市民の合意を。 

５．法律はあるが、その中で、許された枠を作る。 しっかり分かるように。 

６．新入居者からは、野焼きに対して厳しい声がある。  

カイニョの良さ、大切さを話し理解してもらう。 

７．スンバに加え、モチ、ユズリハ、サンゴジュ、カシ、秋になるとクリ、ケヤキ、等 年間を通

し葉は落ちるし、それも毎日のことだ。  付き合っていることも大変なエネルギーだ。 

８．燻煙効果や、防虫作用もあるのでないか。 

９．カイニョは全市民の環境を良くしてくれている。身近で空気の浄化等はすごい働きだ。 

１０．野焼きは、慣行、習慣として昔から認めあってきたことだ。 

１１．屋敷内で、小分けして燃やす、火の始末が大事だ。 

１２．風向きを考えること、道路へ煙をなびかせないことだ。 

１３．クリーンセンターの活用、無料利用、ぜひして欲しい。 

１４．選定した枝はただ燃やすのではなく、木質ペレットなどへの有効利用活用なども含めも国を

上げて進めて欲しい。 

１５．落枝葉の煙とダイオキシンの関係をしっかり知りたい。 

 

昨年１２月１日のカイニョ勉強会での意見に加え、この総会での意見もまとめ「申し入れ書」と

して、当局へ提出することを確認し、総会を終了した。 

 

 

上記事柄に関し６月４日、１８日に役員会を開催し協議しています。 
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■お知らせです。 

「子供達が、カイニョで遊び・学びます」 

 

 

 

 


